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◎　告　示	 　所管課（室）名
　・長崎県知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止の撤回  漁 業 振 興 課

長崎県告示第116号の２
　30キログラム以上のくろまぐろの採捕の数量について、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年
法律第77号）第４条第１項の規定による県の計画において定める当該くろまぐろに係る県北海区の知事管理量を
超えているため長崎県知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則（平成30年長崎県規則第41号）第
２条第２号の規定により告示したが、同海区の知事管理量が増加したことに伴い同号に該当しなくなったため、
長崎県知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止（令和２年長崎県告示第96号の２）を撤回する。
　　令和２年２月21日

長崎県知事　中村　法道　

告　　　　　示
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